
※上記記載例における  アミカケ部分の項目  は申告書への記載を省略することができます。

市民税・県民税申告書の手引き【申告書の郵送提出について】

〒364-8633（住所記載不要） 北本市役所税務課   市民税担当あて

★ゼロ申告について（令和７年中に所得が無かった方の申告）
令和７年中に所得が無かった方は、現住所・氏名・生年月日・電話番号の各欄を記入し、申告書表面「⑪合
計」の欄に数字の０を記入します。また、裏面最下段「17の欄」にも記入してください。記入した申告書は、
税務課⑨窓口に直接提出するか、郵送でご提出ください。この申告は、通称「ゼロ申告」と呼ばれています。
※非課税証明書が必要な方は「ゼロ申告」が必要となります。

感染症の拡大防止、混雑緩和のため、郵送での申告書提出にご協力くだ
さい。必要事項を記入のうえ、源泉徴収票や控除証明書を同封して郵送
してください。また、スマートフォンやパソコンから、マイナンバー
カードを利用して、eLTAXのホームページ等を経由して、個人住民税の
申告が可能です。概要、よくある質問およびマニュアル等は、特設の
ホームページをご確認ください。

◆所得金額 （令和７年１月１日から令和７年12月31日までの所得金額）

営業等、農業、不動産 ①～③
収入額をア～ウの該当する欄に、必要経費を差し引いた金額を①
～③の該当する欄に記入してください。

勤労学生控除 ⑱
あなたが学生で、令和７年中の所得が85万円以下かつ、勤労によ
らない所得が10万円以下である場合に、26万円が控除されます。

配偶者控除・配偶者特別控除 ⑳～㉑（裏面㋓・㋔参照）
あなたとあなたの配偶者の令和７年中の所得より計算します。
区分、控除額については裏面を参照してください。

　一般扶養（下記以外で16歳以上）
　特定扶養（19歳以上23歳未満）
　老人扶養（70歳以上）
　同居老親扶養（70歳以上で同居の直系尊属）

→
→
→
→

33万円
45万円
38万円
45万円

扶養控除 ㉒・特定親族特別控除㉓（裏面㋕参照）
あなたと生計を一にする16歳以上の家族の所得が58万円以下（収入が
給与のみである場合は123万円以下）の場合、下記の額が控除されます。
16歳未満の扶養は控除対象外ですが、扶養している場合は氏名等を記
入してください。
また、あなたと生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の合計所得金
額が58万円超123万円以下（特定親族）の場合、「特親」欄に「〇」を記
入し、その所得に対応する控除額を裏面を参照して記入してください。

控除額
43万円
29万円
15万円
適用なし

合計所得金額
　2,400万円以下
　2,400万円超 2,450万円以下
　2,450万円超 2,500万円以下
　2,500万円超

基礎控除 ㉔ 
あなたの合計所得金額に応じて、下記の額が控除されます。

医療費控除 ㉗　控除を受ける方は「医療費控除の明細書」を添付
○通常の医療費控除
　令和７年中に医療費を一定金額以上支払っている方は、医療費控除が
受けられます。
　（支払った医療費－保険金などで補てんされる金額）－総所得金額等の合
計額の５％（10万円が限度）＝医療費控除額
　
○セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）
　令和７年中に特定一般用医薬品（要指導医薬品および一般用医薬品の
うち医療用から転用された医薬品）を一定金額以上購入された方は、医
療費控除の特例が受けられます。
　（特定一般用医薬品の購入費－保険金などで補てんされる金額）
－１万２千円＝医療費控除額（８万８千円が限度）
　特例を適用する場合は、申告書表面㉗欄の区分の欄に「１」と記入してく
ださい。
　
※通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制となり、重複して
控除を受けることはできません。

利子 ④・配当 ⑤
収入金額をエ・オの該当する欄に、所得金額を④・⑤の該当する
欄に記入してください。

給与 ⑥（裏面㋐参照）
収入金額をカの欄に、所得金額を⑥の欄に記入してください。源
泉徴収票（写）の添付または収入金額欄の記入により、所得額欄の
記入を省略できます。

雑（公的年金等、業務、その他）⑦～⑨（裏面㋑参照）
収入金額をキ～ケの欄に、所得金額を⑦～⑨の欄に記入してください。
⑦の公的年金等に係る所得についてのみ、源泉徴収票（写）の添付また
は収入金額欄の記入により、所得額欄の記入を省略できます。

◆所得から差し引かれる金額
社会保険料控除 ⑫
あなたやあなたと生計を一にする親族が負担することになっている国
民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険
料などをあなたが支払った場合は記入してください。
※生計を一にする親族が受け取る年金から特別徴収（天引き）され
た保険料等は、あなたの控除の対象にはなりません。

生命保険料控除 ⑭（裏面㋒参照）　　
あなたやあなたの親族を受取人とする生命保険契約で、あなたが
支払った生命保険料および個人年金保険料の一部が控除されます。
支払保険料に対する控除額の計算方法は裏面を参照してください。

地震保険料控除 ⑮
住宅や家財などの生活用資産に支払った地震保険料の一部が控除
されます。
・①地震保険…前年中に支払った保険料の1/2 ※控除限度額25,000円
・②旧長期損害保険…（平成18年12月31日までに締結したもの）

保険料のうち（5,000円までの部分の金額）＋（5,000円を超える
部分の金額の1/2） ※控除限度額10,000円

・①と②両方ある場合…①＋② ※控除限度額25,000円

寡婦控除
26万円

ひとり親控除
30万円

→

→

・配偶者と死別（生死不明含む）、または離婚し
たのち再婚していない方で、子以外の扶養親
族を有する女性
・配偶者と死別（生死不明含む）したのち再婚し
ていない方で、扶養親族がいない女性
・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子
（総所得金額等58万円以下）を有する未婚の方

寡婦控除・ひとり親控除 ⑯～⑰
あなたの合計所得金額が500万円以下で、以下の条件に該当する場
合に控除されます。

障害者控除 ⑲

あなたまたはあなたの同一生計配偶者や扶養親族が障害者に該当
する場合、下記の額が控除されます。本人以外の障害者のうち、特
別障害者に該当し、かつ同居している場合はさらに加算されます。
※療育手帳は自治体により名称が異なることがあります。
　障害者控除　　　　26万円
　特別障害者控除　　30万円（同居の場合　53万円）

障害者

3級以下 1級・2級身体障害者
手帳

療育手帳 ※

精神障害者
保健福祉手帳 1級

Ⓐ・A

特別障害者

2級・3級

B・Cなど右記以外
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2,800,000
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100,600
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記載例



収入額（源泉徴収票の支払金額） 給与所得の金額
◆ ㋐ 給与所得の計算方法

公的年金の
収入金額 1,000万円以下 1,000万円超

2,000万円 2,000万円超

C  公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
B

A

※下記の早見表と、上記の計算式を組み合わせて計算します。

※控除限度額　70,000円

（生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下である場合）

（生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下である場合）

A（公的年金の収入金額）×B－C＝公的年金に係る雑所得
◆ ㋑ 公的年金に係る雑所得の計算方法

65
歳
未
満
の
方

0.85 68万5,000円 58万5,000円 48万5,000円

125万5,000円135万5,000円145万5,000円0.95

1.0 60万円 50万円 40万円

0.75

1.0

27万5,000円 17万5,000円 7万5,000円

65
歳
以
上
の
方 125万5,000円135万5,000円145万5,000円0.95

48万5,000円58万5,000円68万5,000円

17万5,000円27万5,000円0.75

100万円110万円1.0

7万5,000円

90万円

195万5,000円

410万円超
770万円以下
770万円超

1,000万円以下

130万円超
410万円以下

130万円以下

1,000万円超

330万円以下

770万円超
1,000万円以下

330万円超
410万円以下
410万円超
770万円以下

1,000万円超

0.85

1.0

195万5,000円

185万5,000円 175万5,000円

175万5,000円185万5,000円

区分 支払った保険料（【区分】ごとの合計） 控除額

◆ ㋒ 生命保険料控除

15,001円から40,000円以下 支払額×1/2＋7,500円
旧契約

平成23年12月31日以前に
締結した保険契約等

【区分】①一般生命保険料
 ②個人年金保険料

15,000円以下 支払った保険料の全額

40,001円から70,000円以下 支払額×1/4＋17,500円

12,001円から32,000円以下 支払額×1/2＋6,000円

32,001円から56,000円以下 支払額×1/4＋14,000円

28,000円56,000円超

新契約
平成24年1月1日以降に
締結した保険契約等
および介護医療保険料
【区分】①一般生命保険料
 ②個人年金保険料
 ③介護医療保険料

12,000円以下 支払った保険料の全額

35,000円70,000円超

1,000万円超

13万円
適用なし

◆ ㋓ 配偶者控除
あなたの合計所得金額

配偶者 33万円 22万円 11万円

900万円
以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

38万円 26万円配偶者 70歳以上

◆ ㋔ 配偶者特別控除

11万円 6万円

22万円33万円

適用
なし

26万円 18万円 9万円

21万円 14万円 7万円

8万円

3万円

31万円

11万円

16万円

6万円

58万円超
100万円以下

105万円超
110万円以下
110万円超
115万円以下

100万円超
105万円以下

133万円超

115万円超
120万円以下
120万円超
125万円以下

130万円超
133万円以下

125万円超
130万円以下

適用なし 適用なし 適用なし

2万円

21万円

11万円

1万円

4万円

4万円

2万円

11万円

配偶者の
合計所得額

あなたの合計所得金額
900万円
以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下 1,000万円超

①給与等の収入金額の合計額が850万円を超え、下記の条件に該当する場合

◆ 所得金額調整控除

［A（10万円を限度）＋B（10万円を限度）－10万円］を給与所得から控除

・自分が特別障害者である
・年齢23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者である同一生計配偶者
　または扶養親族がいる

→

②給与所得控除後の給与等の金額（A）と公的年金等に係る雑所得の金額（B）
　の両方があり、（A）＋（B）が10万円を超える場合

［給与等の収入額（1,000万円を
限度）－850万円］×10％を給与所
得から控除（最大15万円）

○マイナンバーカード（写し可）　○筆記用具・電卓
○還付金振込先（金融機関名・支店・口座番号）がわかるもの
　※申告者本人名義のもの
○所得金額を証明するもの（源泉徴収票、支払調書等）
○各種控除証明書（生命保険料、地震保険料、国民健康保険税、寄附金等）
○医療費控除の適用を受ける方　医療費控除の明細書（医療費通知）
○障害者控除の適用を受ける方　障害者手帳または障害者控除対象者認定書

申告に必要なもの

下記の申告は、市の会場では作成相談ができません。上尾税務署へ直接ご相談ください。

医療費控除は明細書で整理を！
医療費控除を受ける場合は、事前に医療費の領収書を個人ごと、医療機関ごと
に集計し「医療費控除の明細書」に記載を済ませた状態でお持ちください。
※領収書の集計、明細書の作成ができていない場合は、申告書を作成すること
ができません。

※給与収入額が850万円を超える方で、別記の条件に該当する場合は、さらに
所得金額調整控除を差し引きます。なお、給与収入額が2,000万円を超える
方は確定申告が必要となります。

申告相談・受付のお知らせ
　市では、市内各所に申告受付会場を開設します。各会場では駐車場が大変混み
合いますので、車での来場はご遠慮ください。なお、感染症拡大防止および混雑
緩和のため、市役所庁舎ホール会場において、申告日による地区指定を実施します。地
区の指定日に都合が合わない場合は、地区指定のない日でも受付を行います。

月日 受付時間 会場 地区指定
２/18（水）
２/19（木）
２/20（金）
２/25（水）
２/26（木）
２/27（金）
３/２（月）
３/３（火）
３/４（水）
３/５（木）
３/６（金）
３/12（木）
３/13（金）

9：30～15：30

9：00～15：30

9：30～15：30

公団地域学習センター
中丸公民館
北部公民館

北本市役所１階
庁舎ホール

南部公民館
西部公民館

地区指定なし
地区指定なし
地区指定なし

JR高崎線西側に
お住まいの方

JR高崎線東側に
お住まいの方

地区指定なし

地区指定なし
地区指定なし

①青色申告
②収支内訳書の記載のない事業所得（営業・農業・不動産所得等）
③申告分離課税に関する申告※以下のような所得が該当
　・土地等の譲渡所得・株式等の譲渡や分離配当等及び利子所得（年間取引報
告書内の配当等の金額の内、“上記以外のもの”の欄に所得が記載されている
場合はこれに該当します。）・先物取引にかかる雑所得等・山林及び退職所得
④雑損控除（災害や盗難、横領による損失等）の申告
⑤住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を初めて受ける人の申告
⑥過年分の申告
⑦消費税の申告
⑧円換算での集計をしていない外国給与、外国年金等に関する申告
⑨貴金属等の総合譲渡所得に関する申告
⑩投資信託等に係る配当等所得について、総合課税を選択する際、事前に配当
控除の集計をしていない申告（集計済みであっても、配当等の交付状況や交
付目論見書等の根拠資料は必ず持参してください）
⑪非居住者を扶養親族として追加する申告
⑫外国税額控除の適用を受ける申告
⑬提出済みの申告内容を訂正するための申告
⑭暗号資産等の譲渡や権利行使に伴う雑所得の申告

190万円～359万9,999円 給与収入額÷4（千円未満切捨）…A
A×2.8－8万円

360万円～659万9,999円 給与収入額÷4（千円未満切捨）…A
A×3.2－44万円

～65万999円 0円　

65万1,000円～189万9,999円 給与収入額－65万円

850万円超　※ 給与収入額－195万円

850万円 655万円

660万円～849万9,999円 給与収入額×0.9－110万円

特定親族の合計所得金額 控除額
◆ ㋕特定親族特別控除（生計を一にする特定親族の合計所得金額が58万円を超え123万円以下である場合）

58万円超　95万円以下 45万円
95万円超　100万円以下 41万円
100万円超　105万円以下 31万円
105万円超　110万円以下 21万円
110万円超　115万円以下 11万円
115万円超　120万円以下 6万円
120万円超　123万円以下 3万円
123万円超 適用なし


